
石川町公共施設LED照明設備賃貸借事業　質問に対する回答書

表　題 質　　問 回　　答

1

実施要領第９
における４の
提出書類につ
いて

（様式２）会社概要書について
会社概要書の提出は、事業役割のみで問題ないでしょうか。

単体の企業様が当該プロポーザルに参加いた
だく場合には、その企業様の企業概要につい
てご提出ください。また、共同体によって参
加いただく場合は、その構成員となる企業様
の企業概要についてそれぞれ作成し、合綴の
うえご提出をお願いします。

2

実施要領第９
における４の
提出書類につ
いて

（様式５）事業実績一覧の記載方法について
注２について
弊社では、ＬＥＤ照明以外の自治体様とのリース取引もございます。この場合の実績とは、同種業
務（ＬＥＤ照明設備賃貸借事業）との認識でよろしいでしょうか。注２には「漏れなく」とござい
ます。過去何年といった基準はございますでしょうか。
注１について
契約書を添付するとございます。全ての実績の契約書を添付する必要があるのでしょうか。また、
契約書の提出部分は、どの範囲となるのでしょうか。全てをコピーするとなると、契約書によって
は、枚数が多いものもございます。

注２について
参加いただく形態によって、単体の企業様に
おいては単体でＬＥＤ照明設備賃貸借事業を
行った実績をご記載願います。共同体により
参加いただく場合には、同じ構成員により実
施した事業の実績をご記載願います。また、
事業実績一覧には国又は地方公共団体に対す
る全てのＬＥＤ照明設備賃貸借事業の実績を
記載願います。
注１について
国又は地方公共団体への事業実績について全
てご提出をお願いいたします。注１の添付書
類は、直近20件までとしていただき差し支え
ありません。



3

実施要領第９
における４の
提出書類につ
いて

（様式６）販売実績証明書の記載方法について
1枚目の右上に（メーカー名）と（代表事業者名）があり、2枚目右上にも（メーカーの名称等・印
あり）がございます。１枚目と2枚目には、どのような記載（押印）を行うべきでしょうか。
メーカーの過去10年間の販売実績となると膨大な数になることが考えられます。どのような基準で
記載すべきでしょうか。
実施要領第３の２（7）に「販売実績証明書及び製造拠点誓約書（様式６）」を提出するとありま
す。公示とともにご提示いただいた様式６は「販売実績証明書」です。「製造拠点誓約書」は、ど
のような様式となるのでしょうか。

（様式６）の記載方法について
様式右上には、単体の企業様の場合は参加企
業名を、共同体でご参加の場合は、共同体の
名称及び括弧書きで代表となる事業者様名を
記載いただき、様式最下部右側にLED器具
メーカー様の所在地、商号又は名称を記載の
上押印願います。
販売実績について
（様式５）の事業実績一覧に記載したものに
ついて全て記載してください。事業実績が20
件を超える場合には、直近20件までの販売実
績を記載してください。
製造拠点誓約書について
当該様式から製造拠点に関する記載が欠落し
ておりました。改めて（様式６－２）製造拠
点確認書として掲載しますのでご提出願いま
す。

4

実施要領第９
における４の
提出書類につ
いて

第３　応募要件について
弊社は、単体で参加する予定で、事業役割以外は、それぞれの役割を担う協力体制を構築すること
を想定しております。弊社はリース会社であり、施工役割、維持管理の役割、設備供給の役割を担
うことができません。共同体ではなく、協力体制を構築しての単独での参加は問題ないでしょう
か。なお、協力体制を構築して参加する場合に提出するものが、事業実施体制表との認識です。

あくまでも単体の企業様又は共同体でのお申
し込みとさせていただきます。

5

実施要領第９
における４の
提出書類につ
いて

（様式７）事業実施体制表の記載方法について
事業実施体制表には「管理技術者」の欄がございます。リース会社（弊社）には、管理技術者はお
りません。本事業は賃貸借業務ですが、管理技術者は必要なのでしょうか。
実施要領第3により、事業実施体制は、事業役割は弊社、施工役割は地元事業者、その他役割として
維持管理、設備供給、それぞれの事業者が参加するグループを想定しております。本実施体制表に
は、その役割を記載する場所がございません。どのような記載を行えばよろしいでしょうか。
なお、地元事業者＝施工役割は協力体制ではなく、実施体制（グループ）内という形で応募する予
定です。

上記のとおり、単体の企業様又は共同体での
お申し込みとさせていただいております。単
体の企業様の場合は（様式７）事業実施体制
表を、共同体の場合は（様式８）法人格を有
する者の共同体事業実施体制表をご提出くだ
さい。

6

実施要領第９
における４の
提出書類につ
いて

納税証明書について
提出は、未納がない証明で問題ないでしょうか。

お見込みのとおりです。

7
提案内容につ
いて

実施要領に、「本プロポーザルでは、単なる照明設備のLED化にとどまらず、両計画の目標達成に寄
与する温室効果ガス削減効果の最大化や維持管理の効率化など、本事業の提案上限額の範囲内にお
いて本町にとって環境面・経済面を含め総合的なメリットのある提案についても広く求めるもので
ある。」との記述がありますが、別紙で、石川町にメリットのある具体的提案を行ってもよいで
しょうか？

問題ありません。



8

実施要領第１
０における5
（2）の提出
書類・提案書
について

提案書には、表紙と目次を付してもよろしいでしょうか。また、「20ページ以内」とありますが、
表紙と目次は含めず、提案の本文部分を20ページ以内とするという認識でよろしいでしょうか。

問題ありません。
ページ数について、お見込みのとりです。

9

実施要領第１
０における5
（3）の提出
書類・見積書
について

見積書には、「総事業費の他に、各施設の年額、月額それぞれのリース料（工事費、維持管理費の
内訳も示すこと」とあります。見積書はリースのみで、工事費や維持管理費の見積書は不要という
認識でよろしいでしょうか。（リース見積書への内訳記載のみでよろしいでしょうか。）
また、施設数も多いため、補足資料として別紙として一覧表として提出するといった形は問題ない
でしょうか。

実施要領第１０第５項第３号ウ号に記載のと
おりとなります。補足資料が何を指している
のか定かではありませんが、見積書として作
成願います。

10

実施要領第１
１における１
（4）のプレ
ゼンテーショ
ン実施方法に
ついて

「プレゼンテーションはパワーポイント等の任意の形式で実施する」といあります。パワーポイン
トを投影する形式なるかと存じますが、使用するパワーポイントの資料は、当日、審査委員の皆様
にお渡ししてもよろしいでしょうか。（紙ベースでの配布が可能か。投影のみか。）

問題ありません。

11
仕様書（契
約）について

「 第１　仕様概要　３　業務概要‐
 イ　賃貸借及び保守期間 令和９年４月１日から令和１９年３月３１日まで（１０年間）
ウ　賃貸借料の支払い方法  受注者は賃貸借及び保守期間において、５月、８月、１１月、２月の
四半期毎に賃貸借料の請求

導入時の検収タイミングに関して、すべての施設が終了しないとリース契約の検収ができないとの
事でしょうか。
協議の上、支払いに関して検討できる余地があるでしょうか？
「第2　業務内容　８　使用開始日の延期等　の記述内容に、(2)　昨今の状況を踏まえ、受注者の
責に帰すことができない事由による資機材等の価格高騰や納期の大幅な遅延といった供給状況の変
化が生じた場合については、本町と協議の上、都度対応を決定する。」との記述がありますので、
協議対応が可能かと考えます。
遅延により、契約締結が遅れ支払いが開始できない場合も想定されるかと考えます。

工事終了後、地元電気工事会社の工事支払い、賃料支払いができないと、零細企業いじめともなり
かねないため、工事終了・引き渡し後、速やかな支払いをしていただきたいと思いますが、如何で
しょうか？

検収とは何を指すのか不明としますが、原則
として検査については完了届の提出に基づき
実施いたします。又、ご質問のとおりの対応
を可能とするとリース期間の開始が同一とな
らないこととなり、器具ごとに契約をするこ
ととなるため、すべての施設の完了をもって
契約のための検査を行うこととなると考えま
す。

工事終了後の支払等の件については、リース
契約により支払うため工事費全額を一括で支
払うことはありません。



12
賃貸借料の算
出について

仕様書第１の３（2）ウに、賃貸借料の支払方法として、「5月、8月、11月、2月の四半期毎に請求
する」とありますが、賃貸借料の算出は、以下の認識でも違ってないでしょうか。
　（　賃貸借開始　4月　・　支払開始　5月　・　以降　8月から3ヵ月ごと　）
　初回のご請求は、4月と5月の2カ月分となり、それ以降から3か月分となるという認識でよろしい
でしょうか。

ご質問のケースも有り得ると考えておりま
す。優先交渉権者となった事業者様との協議
事項になるものと考えております。又、リー
ス期間中の支払期日及び回数の問題であり月
分という概念ではありません。

13
優先交渉権者
決定後の協議

仕様書第２の１に「優先交渉権者決定後に詳細協議」とあります。
事前の現地調査は、限られた時間であり、想定と異なることも考えられます。
提案金額等が想定と異なった場合、数量や器具仕様及び金額変更について、別途ご協議はいただけ
るものでしょうか。

原則的にご提案された金額で契約を予定して
おります。又、内容や金額の変更が大きい場
合等には次点の事業者様との協議に移ること
があります。

14
事業対象場所
について

本事業の対象箇所につきましては、別紙1「対象公共施設一覧表」に記載されている事業対象欄で定
められた場所のみが対象との認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
なお、5月1日付でホームページ公開資料　別
紙1「対象公共施設一覧表」事業対象欄の詳
細を更新しておりますので、ご確認願いま
す。

15
対象照明につ
いて

仕様書第２の２（1）において屋外照明器具も対象とすると記載がありますが、これは軒下や壁面
等、建物に付帯して設置されている照明を指すとの認識でよろしいでしょうか。
また、1階が対象外とされている施設については、1階部分に設置されている屋外照明も対象外とな
るとの認識でよろしいでしょうか。

上記の回答のとおりとなります。

16
対象照明につ
いて(2)

仕様書第２の２（1）にて、屋外の街路灯や駐車場灯は本事業の更新対象外と定められていますが、
町民野球場のナイター照明のように、コンクリート柱に設置されている照明についても同様に対象
外との認識でよろしいでしょうか。

町民野球場のナイター照明については対象と
しています。仕様書第２第２項第１号に記載
のとおり、更新対象外としているのはポール
（支柱）及びコンクリート基礎等についてで
す。

17
対象照明につ
いて(3)

ナイター照明に付随する電撃殺虫灯や厨房にある殺菌灯、パトランプなどベース照明ではない設備
が現地に設置されている場合もあるのですが、これらは本事業の対象となるのでしょうか。対象・
対象外の判断基準（照明用途の定義、付帯設備の扱い等）と対象とする場合の理由についても併せ
てご教示ください。

ご質問の電撃殺虫灯他のLED照明にリプレイ
スできない照明は対象としておりませんが、
ご提案に含めることを拒むものではありませ
ん。

18
交換方法の協
議について

既存設備につきましては、仕様図を確認できない施設が多いものと認識しております。そのため、
特殊寸法の器具等による交換が困難な場合には、ランプ交換等の代替対応について、協議させてい
ただくことは可能でしょうか。
協議不可となる場合には事前に仕様書を入手していただくことは可能でしょうか。

代替対応を包含したご提案での対応をお願い
いたします。優先交渉権者となった場合の協
議は可能です。仕様図のないものについて
は、仕様書のご提供も出来ないことがありま
す。



19
仕様（照明器
具）について
①

（「第２　業務内容　２‐（２）‐ア　①　既設照明器具の交換にあたっては、原則器具交換とす
る。」について。

資材不足は深刻で、日本照明工業会が推奨している日本独自の「器具丸ごと交換」については、昨
年10月から製品の入手が困難となっており、現時点では入手の見込みが立たない状況となっていま
す。 
もともと世界標準のG 13口金の安定器バイパス工事による管交換LEDについては、簡易に短時間で工
事できることから、日本でも現実に全国で採用されてきた合理的な手法です。
また、器具交換のライトバーは、各メーカーで各々サイズが違い、将来のライトバーの寿命が来た
時の混乱と費用増が想定されます。
さらに、埋め込み型の器具丸ごと交換は、アスベスト規制に抵触する恐れがあります。
一方で管交換によるLED化はアスベスト規制対象にならない事は、環境省大気汚染防止課に解明をい
ただいています。
今、当社でも全国で数百の自治体へのコンサルティング、アドバイスをしていますが、自治体に
とって現実的に1番良い方法は管交換です。
コストが高く、そもそも手に入らず、アスベスト問題を解決できず、さらにライトバーが各メー
カーで規格が違い汎用性がないという将来のメンテナンスに致命的な欠点を持つ製品をお勧めする
ことはできません。
つきましては、弊社としてはプロポーザルで、管交換による提案をしたいと考えますが、仕様での
工法を限定する理由をお示しください。

先に実施したサウンディング型市場調査に
て、管理や安全性の観点から器具交換推奨の
ご意見を多数頂戴したため「原則器具交換」
としておりますが、器具交換に限定するもの
ではありません。管交換によるご提案も差し
支えありません。プロポーザルにおいて総合
的に判断をいたします。

20
仕様（照明器
具）について
②

「第２業務内容　２‐（２）‐ア③～イ③　LED照明仕様についての仕様要件について
質問No１で記述させて頂いた通り、資材不足は深刻で、益々入手が困難となってきている状況で
す。
仕様を細かく特定することで、提案内容を狭めることになり、幅広く平等な提案を受け入れての総
合評価が失われる可能性もあると考えます。
また、リース期間中（10年）の保証も付与されるので、自治体にとって何ら品質トラブルや追加費
用等支障になることはありません。
LED直管に関しては、世界標準仕様で、中国、台湾、韓国、オランダ等の工場から世界各国に輸出さ
れており、品質に関しては、ユーロ規格に合格し、日本の規格と比べても問題ないレベルです。
当社としては、更に入手困難な状況が予測されると考え、独自に日本技術企業と協業して海外から
商品を調達することを進めております。
例えば、中国・中山市は世界でも有数のLED照明工場の中心地であり、日本メーカーのパナソニック
や東芝もOEM生産委託し、欧州LED品質規格EN55015に準拠。ISO9400、ISO12000シリーズを取得して
いる工場があります。（日本のJ55015／電気用品安全法と同等）
10年期間終了後のメンテナンスに関しても、世界標準仕様のG13口金のLED直管であれば手に入りや
すく、ご自身で交換できる手軽さもあり、安心して長く継続利用できるものと考えます。プロポー
ザルの中で評価すべきと考えますが、如何でしょうか？

プロポーザルに包含してご提案いただきたい
と考えます。



21
学校環境衛生
基準について

仕様書第２の２（2）アの⑧において、学校環境衛生基準として「教室は500lx以上が望ましい」と
記載されていますが、学校施設においては、既存設備の配灯台数のままでは、既存器具より高い光
束値のLED照明を選定した場合でも、当該照度基準を満足できない場合があると想定されます。
このような場合には、増灯は行わず、可能な限り500lxに近づくように機器選定を行ったうえでLED
化を実施する認識でよろしいでしょうか。

増灯のご提案を拒むものではありません。学
校環境衛生基準における500lx以上を達成す
る機器の選定を希望しております。

22
取り外した器
具の引き渡し
について

仕様書第２の２（3）ウに「取り外した照明器具等について、引き渡しを求めることがある」とあり
ます。
取り外した機器は、現地での保管が必要となります。保管場所や処分の手配の問題もあるため、引
き渡しとなる可能性のある器具の基準をご提示いただけますでしょうか。（年式など）

現状においては基準等はありません。優先交
渉権者が提案された器具や部品によるものと
考えています。

23
設置作業の時
間について

仕様書第２の２（3）エに「施工日程は、各施設と協議すること」とあります。
施設によっては、休日も利用時間も異なることになります。施設との協議で了解を得ることは大前
提として、（警備会社の立ち合いを設けて）休日や夜間の作業を計画しても問題ないでしょうか。

優先交渉権者におかれましては、各施設と協
議の上、施工日程を決定していただきます。

24
実施要項（応
募者の参加要
件）について

「第３　応募要件　１　応募者の参加要件‐（４）・・・応募者の構成員すべてを明らか
に・・・」について

(4)　「参加表明にあたっては、応募者の構成員すべてを明らかにしたうえで、」との記述がありま
すが、施工工事に関しては、地元の企業全社に参加してもらおうと考えています。
構成員全てを明記することにより、落札後負けたチームに記載の企業は、他の参加企業の仕事がで
きなくなりますが、いかがでしょうか？
地元工事業者のキャパシティの問題もありますが、短期間でのLED化へ向けてを第一に考慮し、工事
会社は落札したリース会社の工事を請け負うことで、はじめからチームに縛ることは避けるべきと
考えますが、如何でしょうか？

構成員ということであればお見込みのとおり
です。また、（様式７）事業実施体制表にお
ける「２　協力体制一覧（地元電気工事会
社）」に記載される場合には、構成員として
取り扱いません。リース契約自体は支払方法
のひとつの契約方法として採用しており、
リース会社が主となる場合も、施工会社が主
となる場合も、いずれのケースも可能として
おります。

25
現地調査及び
見積金額の妥
当性ついて

現地調査が40分間とされておりましたが、現地調査当日において、対象外範囲の場所についても案
内が行われたため、本来の事業対象箇所に係る現地調査に十分な時間を確保できなかった施設もあ
ります。
このような場合、不足した対象箇所については、全ての提案者に対して追加で現地調査の機会が設
けられるという認識でよろしいでしょうか。
また、追加の現地調査が実施されない場合には、各提案者がどの資料や情報を基準として、同一条
件・同一範囲として提案金額を算出すべきかについてご教示ください。

どの施設が本来の事業対象箇所に係る現地調
査に十分な時間を確保できなかったのかをご
教示ください。また、学校施設については追
加の現地調査は予定しておりません。

26 その他

消費電力の削減（温室効果ガス排出抑制・電気量軽減）効果を算出するにあたり、以下の項目が必
要となります。同一条件での算出のため、ご教示いただけますでしょうか。
Ｃｏ２排出係数　・　電気料金単価　・　一日の点灯時間　・　年間の稼働日数
また、この場合の点灯時間と点灯日数は、全施設一律と考えてよろしいでしょうか。

ご質問の内容を含めたご提案をお願いいたし
ます。前提条件を明確にしていただくことは
貴重な判断材料になるものと考えます。な
お、各社には同一条件でのご提案を求めては
おりません。


